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はじめに

平成７年８月から小雨傾向が続いた利根川水系では、冬期での渇水を初めて経験す

ることとなり、上流域では１０％の取水制限を実施した。その後、一時的に状況は回

復したものの、長期にわたる小雨により渇水の被害は、翌年の夏にそのピ－クを迎え

ることになった。

本事例書は、平成８年夏渇水発生の直接経験をした地区の渇水対応に関する事態を

取り上げ、多くの皆様方に渇水の経験談を知っていただくことにより、また、どのよ

うな渇水が発生しても緊急事態に即対処すべく、日頃の準備や心構えのために参考と

してとりまとめたものであります。

本渇水の経験を、今後の渇水対策の参考とし、将来、渇水発生時に役立てることが

必要と考え、また渇水対策への理解につながれば幸いと考えております。

最後に、本渇水の事例作成にあたり、渇水対応された待矢場両堰土地改良区並びに

渇水対策の検討・研究に携われた方々に、この場を借りてお礼申しあげます。

平成１２年８月
利根川水系農業水利協議会群馬県支部
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～待矢場両堰土地改良区の平成８年渇水対応の実際について～

１．土地改良区の概要

（１）地域概要
本地区は、群馬県の東部に位置し、東側に渡良瀬川、西側に利根川が流れる、その間に展
開する渡良瀬川扇状地で県内随一の穀倉地帯である。
この地域は、関東平野の北端に当たり、太田市を中心に、新田郡新田町東部、栃木県足利
市西部、邑楽郡大泉町、邑楽町、千代田町北部、館林市北部の三市町に及ぶ区域である。地
形は北から南、あるいは南東方向へ1/100～1/1,000のなだらかな傾斜を保っている。標高は、
丘陵地を除き、おおむね１００ｍ以下の平野として広がっている。営農形態は、米麦作を主
体に施設園芸、野菜等が行われている。経営面積規模は、平均耕地面積で０．５ha、専業農
家戸数は、全農家戸数の２割程度である。
また、地区内の主要事業として、昭和２６年～３４年には渡良瀬川河床変動等による用水
不足解消・土砂流入防止を目的とした県営かんがい排水渡良瀬川右岸土地改良事業の実施、
昭和４６年～５９年には国営渡良瀬川沿岸農業水利事業、昭和４８年～５３年には国営付帯
県営かんがい排水渡良瀬川沿岸一期土地改良事業などが実施された。

（２）地区内の水利特性

ア.気象
本地区の背後には上越の山岳地帯を擁しているために、典型的な表日本の気候を示して
いる。
年平均気温はセッ氏約１４℃、日最高気温の平均は１９℃、冬季日最低気温は零下１℃
～２℃となっている。降水量は比較的少なく1,200mm～1,300mm程度となっている。そのた
め日照時間は年間約 2,200時間と長く、東日本でも上位の方である。また冬季の積雪につ
いては１月～２月にかけて薄っすらと雪化粧程度の積雪を２～３回見る程度である。気圧
状況は特に、冬季における西高東低型を示し、乾燥した北部山岳からの吹き下ろす季節風
に乗った埃が辺り一面を覆うことが多い。さらに夏季には、風向は南東の向きに変わり、
山岳地帯に沿って上昇する積乱雲による雷を伴った豪雨や雹などがしばしば発生し農作物
などに被害を与えている。

イ.流況
渡良瀬川は、栃木県の足尾山地にその源を発し、流域は約2,620平方ｷﾛﾒ-ﾄﾙ、流路約106
ｷﾛﾒ-ﾄﾙに及び埼玉県栗橋の北部で利根川に合流する。
渡良瀬川は、今日の江戸川流路で東京湾へ流下していたが、これらの流路に大きな変更
を加えたのは利根川の一大変流工事で、それは元和年間（1615年～1623年）から始まり現
在のように鹿島灘への流路変更が完成したのは承応３年（1654年）四代将軍徳川家綱の代
であった。

ウ.地域内の水利特性
昭和５９年に完成した国営渡瀬川沿岸農業水利事業は、取水の安定を図るためと、農業
用水の水利調整を容易にし、さらに草木 ﾀﾞﾑによって増強される水資源の有効利用を図る
ため渡良瀬川に三頭首工（大間々・太田・邑楽）を建設し５１ｋｍにおよぶ水路の新設・
改修を行った。
本地区の太田頭首工は、渡良瀬川取水の旧堰、「待堰」・「矢場堰」・「三栗谷堰」の
三堰を一カ所に合口した堰で、待矢場両堰並びに三栗谷用水土地改良区用水区域（渡良瀬
川中央土地改良区連合）5,700haをかんがいする広範囲の区域を受益地としている。
渡良瀬川・太田頭首工から取水後、太田幹線水路から新田堀幹線と矢場幹線に分水され、
さらに新田堀幹線は大谷幹線に、矢場幹線は三栗谷幹線に分水され大別すると県内は三用
水系統となる。
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☆主要幹線水路の特徴
①太田幹線
太田幹線水路は、桐生市広沢地先の三堰を合口した太田頭首工から取水し、一本木・
吉沢・丸山を経て新田堀幹線水路、さらに長堀幹線水路へと延長約１０km流下し、その
支配面積は６，６４０haにおよんでいる。
上流部は、水路沿線に民家が密集しており、水路への直接家庭廃棄物の投棄防止、流
速も約毎秒2.9mと早いため安全性を考慮し暗渠タイプとなっている。

②新田堀幹線
堰を合口する以前は、太田幹線水路、新田堀幹線水路全線を総称して新田堀と呼び、
市道沿いに走る水路である。

③大谷幹線
大谷幹線水路は、新田堀幹線水路の太田市吉沢地先の大谷分水工を起点とし、県道足
利・伊勢崎線及び国道１２２号線と交差し休泊堀水路に至る開水路である。
本水路は、降雨時、新田堀幹線水路の放水を受けるとともに、大谷幹線自身の排水流
域がある。

④長堀幹線
長堀幹線水路は、新田堀幹線水路に接続している水路であり、太田市成塚地内を経て
新田町小金井に至る。水路周辺は起伏のある畑地帯を流れ周辺の排水をも一部受け入れ
る用排兼用水路としての機能を持った水路である。

⑤矢場幹線
矢場幹線水路は、太田幹線水路の矢場分水工を起点とし、上流部はパイプラインであ
る。また小瀬墓分水工で三栗谷導水路へ分水されている。

⑥三栗谷導水路
本用水は、今から約４００年前、元亀元年（1570年）かんがい用水を引き入れしたも
ので三栗谷堰は太田市市場地先にあり水配区域は足利市内におよんでいる。
矢場幹線水路・三栗谷導水路（開渠部）を経てパイプラインとなり、三栗谷幹線水路
に接続している。

（３）組織化の経緯
待矢場両堰の起源は、元亀元年（1570年）とされている。すなわち足利氏による室町時代
（1392年～1573年）の末期、江戸時代（1600年～1867年）にかけてのころであった。
待矢場両堰の属する渡良瀬川右岸・利根川左岸の地域は、その殆どが旧館林藩の管轄する
地域で、特に江戸幕府以降は、直轄地も多かったが「館林領１９３ヶ村」というような形で
一括管理されてきた。これが、明治以降国・県・郡・市町村の行政が大きくかかわることと
なり、と同時に水利組合も数々の編成替えを経て今日に至っている。
また旱魃時における水争いは絶えることなく明治以降も各堰間の紛争が激化してきた。こ
のような中で「待」・「矢場」については同一組合への移行（明治１１年～１５年）によっ
て一応の安定を得たが上流堰（岡登堰・赤岩堰・新宿堰・大間々用水など）との関係では優
先権がある中で、遅れて上流に幾つかの取水堰、水利用が生じたことによる紛争が絶えなか
った。
渡良瀬川流域のこの地域について足尾銅山の産銅量の大幅の増大に比例するかたちで煙害
と水害による流域の耕地などに被害を及ぼす、鉱毒被害問題がある。水利土功会のころの明
治２５年（1892年）以降、独自の視察調査員を派遣し条件闘争的に示談契約などを結ぶがな
かなか解決の道は開けなかった。大正期に入っても、待矢場両堰普通水利組合の被害視察調
査は続き、鉱山側との交渉は続いた。現在でも、この鉱毒被害対策は実施されており、平成
２年度においては太田市の「公害防止特別土地改良事業（県）」がある。
このように約４００年前の元亀元年（1570年）からの幾多の変遷を経てきた待矢場両堰は、
昭和２４年（1949年）６月の「土地改良法」の公布を受けて、待矢場両堰普通水利組合も三
年以内に組織変更を余儀なくされ、土地改良区設立へ向け進んでいった。
待矢場両堰土地改良区は、昭和２６年（1951年）にそれまでの普通水利組合から組織変更
し発足したもので、その地域は太田市をはじめ新田・山田・邑楽三郡内の一町十四村におよ
んでいた。その後市町村の合併・行政区の変更等があったが昭和４５年（1970年）から農業
用水の安定的確保と施設の整備を目的とした渡良瀬川沿岸農業水利事業が実施され、その進
展に伴い、用水施設の水系による合理的管理及び土地改良区の運営強化を図るため、本土地
改良区と藤川堰土地改良区・八瀬川揚水土地改良区との合併が推進された。昭和５９年（19
84年）２月農林水産大臣から認可が下り合併が成立した。こうして現在の地域は、太田市・
館林市・新田郡新田町・邑楽郡大泉町・邑楽郡千代田町及び栃木県足利市の三市四町にわた
る受益面積４，５７０haとなっている。



-3-

西暦１，５７０年 元亀元 新田堀・休泊堀の開削。（待矢場両堰用水の端緒となる）

１，６８２年 天和２ 江戸幕府直営の用水となる。このころ用水争い起きる。

１，８７７年 明治１０ 未曾有の大干ばつのため、待堰と矢場堰との水争い起こる。

１，８８２年 明治１５ 待矢場両堰組合水利土功会が認可され、発足する。

１，８９１年 明治２４ 待矢場両堰独自の鉱毒実態調査開始、調査委員規定を決定する。

１，８９３年 明治２６ 待矢場両堰普通水利組合に改称。（水利組合条例、明治２３年公布）

１，９０３年 明治３６ 岡登堰・待矢場両堰の両普通水利組合間の用水使用に関する契約を
締結する。

１，９０８年 明治４１ 待矢場両堰普通水利組合規約改正許可（県指令第2650号）

１，９１３年 大正２ 両堰取水口の改修、洗堰の完備、取水樋門のコンクリ－ト制などの
大工事を実施

１，９４８年 昭和２３ 太田町の市制施行に伴い待矢場両堰普通水利組合管理者を太田市長
と改める。

１，９５１年 昭和２６ 待矢場両堰土地改良区に組織変更し、発足する。
（県認可番号第１８号）

１，９５７年 昭和３２ 群馬県土地改良事業団体連合会へ加入申し込み。

１，９７３年 昭和４８ 待矢場両堰土地改良区事務所竣工。（太田市浜町）
新事務所で業務開始する。

１，９７９年 昭和５４ 太田頭首工工事竣工。

１，９８４年 昭和５９ 待矢場両堰・藤川堰・八瀬川揚水、三土地改良区の合併成立。

渡良瀬川中央土地改良区連合の設立（三栗谷用水・待矢場両堰）

太田頭首工・国営造成施設等について関東農政局長と管理使用協定
を締結する。

１，９９４年 平成６ 利根川水系ダム渇水状態のため受益地区を二分し二日間毎番水通水
を理事会決定する。同年翌日の８月１９日から実施する。
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（４）施設整備（事業実施）の経緯
主要事業の経緯をみると、昭和初年以降、国の助成が整備されるとともに、増加してきて
おり大きな事業は県営事業として行われてきた。その事業内容は主に取水口の改築や幹線水
路の改修に重点がおかれている。その後我が国では経済も安定し、高度成長へと歩み初める
時期となり土地改良法などの改正があり新たな国営事業が高まる気運の中、渡良瀬川沿岸水
利事業が実施される運びとなった。
この国営事業に関連して、県営・団体営等の事業が並行して実施されたほか、国営事業完
了後においても地域内諸施設の改善整備を施行している。

主要事業一覧表 NO.1
事 業 名 年 度 主 要 工 事 内 容

県営渡良瀬川右岸 昭和２６年度 事業目的 用水補給と公害防除（足尾銅山の寄付
土地改良事業 ～ 金）を目的とする。新たな補給水源を渡

昭和３４年度 良瀬川の伏流水と地下水に求め取水口の
改修と降雨時の土石・鉱害成分流入の除
去を図る。

主要工事 伏流・地下集水工事として渡瀬側右岸
に沿って集水井戸にて導水暗渠で待堰導
水路と新田堀に導水し集水する。
取入口工事として取り入れ口を十連の
暗渠に改築し土砂の流入の防止をし円滑
な取水を図る。

団体営常光寺 昭和２８年度 事業目的 用水の適正給水を図るため灌漑排水施
用水改良事業 ～ 設を改良する。

昭和２９年度 主要工事 小泉町長柄村（現大泉町）１６０ha
を受益とする常光寺用水の施設改良。

団体営利根補給水 昭和３８年度 事業目的 年々の河床低下によりその機能が皆無
土地改良事業 ～ となったので新たな用水機場を建設し補

昭和４０年度 給水を確保する。
主要工事 邑楽郡大泉町古海地先の利根補給揚水

機の既施設上流（２０ｍ）地点に新たに
用水機場を建設する。

河床低下利水 昭和４１年度 事業目的 渡良瀬川は上流の環境変化により年々
対策事業 ～ 河床の低下が進み安定的な取水を目的に

昭和４３年度 事業を実施する。
主要工事 河床低下防止のため待堰・矢場堰の取

水口周辺の補修工事。渡良瀬川本流の両
堰取入口左岸の地山地帯を木工沈床堰を
建設する。

国営渡良瀬川沿岸 昭和４６年度 事業目的 灌漑施設の全般的な老朽化と河床変動
農業水利事業 ～ による取水の困難、維持管理費が増大し

昭和５９年度 ている中で、この取水の安定を図るため
と農業用水の水利調整を容易にし、さら
に草木ダムによって増強される水資源の
有効利用を図る。

主要工事 （変更計画時点）
関係地域は三市五町二村と足利市、地
積（Ｓ５５）９，７９０ha、頭首工築
造（大間々・太田・邑楽の三カ所）、
用水路改修（５１ｋｍ）工事をする。
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主要事業一覧表 NO.2
事 業 名 年 度 主 要 工 事 内 容

国営附帯県営渡良瀬 昭和４８年度 事業目的 国営渡良瀬川沿岸用水事業の附帯県営
川沿岸一期土地改良 ～ 事業として、渡良瀬川右岸に展開する水
事業 昭和５３年度 田を受益地に国営事業が施行する幹線水

路に係る各支線の水路改修を行い用水の
安定供給をはかる。

主要工事 待堰・矢場堰掛かりの内１，２８４ha
の受益地を対象とし、支線水路四路線（
田島高寺・上野井・長堀・不動）１４．
４kmの改修を行う。

国営附帯団体営七か 昭和５０年度 事業目的 休泊堀筋の新観音堰から分水し、用水
村用水土地改良事業 ～ を導入してきたが用水不足による過剰労

昭和５４年度 働投資などが生じこれらを解消すること
を目的とし用水路の改修を行う。

主要工事 太田市の中央部、邑楽郡大泉町の西部
地区の２４０haを受益地とし、水路改修
を行う。

排水対策特別事業休 昭和５７年度 事業目的 国営大谷幹線水路の整備に合わせ、休
泊堀土地改良事業 ～ 泊堀用水路の用排水支障を解消し、水田

昭和６１年度 利用再編対策の積極的な推進を図る。
主要工事 太田市大字只上、矢田堀、東今泉、丸

山、富若、東金甲、神小林地内の水田
８２haの太田市只上から安良岡までの水
路改修。

団体営早川田用水 昭和５９年度 事業目的 水路の老朽化から生ずる用水不足・維
土地改良事業 ～ 持管理の多労化を解消するため実施。

昭和６３年度 主要工事 館林市の北部に位置する渡良瀬川沿い
の水田１１５haで、その水源は太田頭首
工に求める木戸堰から取水する用水路の
改修。

団体営仙石用水 昭和６２年度 事業目的 邑楽郡大泉町の一部、仙石用水路の改
土地改良事業 ～ 修を主とする。

昭和６３年度 主要工事 制水門及び水路改修工事。

団体営八瀬川用水 平成元年度 事業目的 太田頭首工から取水し新田堀幹線より
土地改良事業 ～ 分水し、八瀬川末流から揚水し取水して

平成６年度 いるが水路の老朽化によりその機能低下
は著しくこれらを解消するため実施。

主要工事 用水路の改修と機場管理棟改修。

県営藤川 平成２年度 事業目的 邑楽郡邑楽町及び館林市地内の用水路
土地改良事業 ～ （藤川用水・伊谷田用水）を改修し農業

平成７年度 用水の安定的供給を図る。
主要工事 取水地点の藤川本堰附近は改修済とな

っているが藤川用水路の未改修部分の整
備と多々良沼に貯留された用水は木戸堰
から伊谷田用水路取水されるがその取水
口からの未整備区間の改修を行う。
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主要事業一覧表 NO.3
事 業 名 年 度 主 要 工 事 内 容

団体営旧四カ村 平成６年度 事業目的 館林市木戸町・傍示塚町地先の水田地
土地改良事業 ～ 帯を受益地とし、用水路・排水路の分離

平成９年度 整備を行うことにより水利の合理化を図
る。

主要工事 用水路1.7km、排水路1.0km、の改修。

土地改良施設 平成７年度 事業目的 太田市東部に位置する本地区は、国営
修繕保全事業 ～ かん排事業・渡良瀬川沿岸農業水利事業

平成７年度 により整備された大谷幹線に設けられて
いる新観音堰・寺分堰の施設修繕。水路
内の汚泥の堆積、ゴミの流入などによる
機器類の操作不能による周辺宅地への被
害防止を図る。

主要工事 新観音堰の余水吐工修繕
寺分堰の余水吐工修繕
分水工の修繕
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（５）水管理体制
国営渡良瀬川沿岸農業水利事業で造成された各頭首工毎に、頭首工管理事務所の中に管理
システムが導入されている。このため地域全体の頭首工相互の水管理・配分とせず頭首工掛
かりの単独水管理である。
頭首工及び主要幹線、主要分水施設、放流工地点までは、管理事務所において情報収集・
操作管理を行っている。
かんがい期間（５～９月）中は、頭首工担当者１名、幹線水路担当者２名の体制により施
設の巡回・監視・調整などを行っている。
また管理システムの機器類の保守点検作業は、メ－カ－に委託し、頭首工の電気設備類に
ついては、電気保安協会へ委託している。なお頭首工及び一部共用水路は土地改良区連合管
理となっているがこれらも待矢場両堰土地改良区が管理委託を受け実質的な水管理を行って
いる。
幹線水路における除草等の清掃作業は、直営人夫を雇い随時実施している。幹線水路と支
線水路への分水門の操作・調整は、地元に管理を依頼している。

～ 管 理 組 織 図 ～

渡良瀬川中央
土地改良区連合

待矢場両堰 土地改良
土地改良区 区連合管
管理分 理分

待矢場両堰 三栗谷用水
１連合管理 土地改良区 土地改良区 １頭首工
分を除く
幹線・支 ２管理棟
線水路及
び付帯施 理 理 ３太田幹受益関係市町村 受益関係市町村

設 線
桐生市 足利市
太田市 事 事 （栃木県） ４新田堀
新田町 幹線大
大泉町 総 会 谷分水
邑楽町 まで

末端水利組 千代田町
合（地元） 館林市 ５三栗谷
の管理分 足利市 理事会 導水路

の三栗
１末端水路 監事会 谷呑口
及びその まで
付帯施設

６放水路
理事長

事務局 ※待矢場両堰
土地改良区内
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２．渇水対策の概要

（１）平成８年の渇水事例の状況
平成８年の渡良瀬川沿岸地域の渇水は、今までに経験したことのない最も厳しい状況で
あった。利根川上流域と同じ気象状況であり小雨傾向が長引く中で、このような状態がさ
らに続き８月に入っても回復の兆しはいっこうに見えない状況であった。
過去に例のない４０％取水制限がスタ－トしたばかりでありさらに取水制限が強化され
た。上水道は据え置かれたが、農業用水の取水制限は６０％にまでアップとなった。この
時期は、水稲の出穂期の間近であり土地改良区にとって植え付け期に次ぐ重要な期間にあ
たりその影響は、計り知れないものがあった。
降雨以外にこの厳しい取水制限から逃れる方法はなく「草木ダム」の貯水量がゼロに等
しい現実にたいし事実認識と最善の対応策を図ることが急務であって、気象現象のためだ
からなどと容易な転化はとても許せる状況ではなかった。
３０％取水制限カットの実施に合わせて緊急開催した待矢場両堰土地改良区理事会では、
「長期予報でも雨は望めないと言う予見があること。」、「３０％カットの取水をこのま
ま続けた場合、草木ダムの貯水量が数日でゼロになる予測。」、「当改良区が大消費者で
あること。」、「既に受益の水田が乾き出していること。」、などなど幾つかの要件につ
いて各現地を確認、協議の結果最悪の事態を想定して理事長から提案の「番水」の即時実
施を決定した。
番水実施に当たって、改良区事務局に与えられた任務は重大で、特に９千人にも及ぶ組
合員への緊急伝達の方法と４，７００haの受益地をどのように分割したら無駄のない最大
の効果があげられるか制限強化による変更の場合も合わせてその時々の最善策の実行を求
められた。
この「番水」の実施により改良区全体の地域を未曾有の渇水とも言われる事態から守れ
ることが出来た。

１ 最悪の「６０％カット制限」をより早くから「番水」で対応していたこと。

２ 改良区末端組織として約６００に及ぶ組合員の納付組合がありその一部では維持管
理組織としても機能していたため番水の緊急伝達に対応出来たこと。

３ 頭首工・幹線水路が整備されており制限取水量に対する全体受益地の分割方法にあ
る程度の計算上のメドがたったこと。

４ 理事会の円満な運営と総代の強力なバックアップがあったこと。

上記事柄に見られるように恵まれた環境と「運」なども重なった結果、２５日に及んだ
奮戦も終局を迎えることが出来た。

（２）渇水対策の実施（手順）
本地区の用水系統は次のように大別（三栗谷幹線を除く）される。

新田堀幹線、矢場幹線、大谷幹線の三用水系統別となるがそれぞれ地域条件に多少の差
はあるが３０％の取水制限となった時点から、本地域を２分割して２日間ずつの番水体制
を取ることとした。
その後、用水量はさらに減少したため末端への配水が困難となってきた。このため８月
２０日から地域を３分割し１日半給水を行う番水体制を取ることとした。
さらに取水制限が４０％、６０％に強化されたことにより下流地域の約１，０００haに
給水不能地区が生じたことから番水が一巡する８月２５日午前０時より３分割を各２分割
した６分割の地域に１日間ずつ給水する体制に変更した。また末端水利組織を総動員し、
番水体制を末端地域の全域まで徹底強化することとした。
配水に際し給水不能に陥った末端地域を再優先するため、下流水田から引水することと
した。
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ア.渇水対策を講じる手順（フロ－）
利根川上流８ダムの貯水量は、３月末には約１億トンまで低下したものの奥利根地域に
平年を上回る降雪があったため融雪水等により下久保ダムを除く各ダムは５月２８日には
ほぼ満水状態となった。
渡良瀬川水系の唯一の草木ダムは、同時期（５月２８日）には貯水率９８％となり各地
域の田植えも６月中には、作業がほぼ終了することが出来た。
その後、まとまった降雨もなく草木ダムの貯水率も見る々うち４９％まで下がってしま
った。その後も貯水量は回復することもなく８月２８日には３７５万トン、貯水率１２％
までに下がってしまった。
７月末小雨傾向等の状況を踏まえ、渡良瀬川水利使用調整連絡協議会（以下連絡協とい
う。）が７月２６日、２９日と立て続けに開催され対応などについて種々の検討がなされ
た。
☆主な協議が開催された日
７．２６ 連絡協・開催 ９． ４ 連絡協・開催

７．２９ 連絡協・開催 ９．１０ 理事会・開催（番水中止）

８． ８ 連絡協・開催 ９．２５ 渇水対策協本部解散

８．１２ 理事会・開催

８．１４ 連絡協・開催

８．１９ 理事会・開催

８．２０ 連絡協・開催

８．２２ 連絡協・開催(矢場幹線地区)

８．２３ 理事会・開催

８．２４ 連絡協・開催(新田幹線地区)

８．２７ 連絡協・開催

～情報伝達方法～

理事会

理事

総代

※末端水利組合は 末
集落単位で組織 端
されいる任意の 水
組合。 利 組合員

組
合
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イ．渇水の状況に応じた施設操作の手順

幹線部の番水（配水）日
用 水 区 域 １ 2 3 4 5 6 7 8 9

午前９時 午前９新田幹線 １新田幹線直接掛かり
配水 配水（但し、 ２長堀水系

大谷分水
午前９時 午前９時堰より下 １八瀬川水系
配水 配水流） ２蛇川水系

午前９時 午前９時大谷幹線 １新観音堰より下流の
配水 配水・休泊堀 大谷幹線・休泊堀用水

新田幹線 区域 下 流
（但し、 2七カ村水系
大谷分水

午前９時堰より上 １新観音堀より上流の
配水流） 大谷幹線・休泊堀用水

区域 上 流
2新田幹線直接掛かり

午前９時矢場幹線
配水矢場川水系

不動堀水系
韮川水系

（３）上記「イ」の施設操作における問題点・課題
本地域は、歴代希に見る異常渇水を経験し、「番水」という地域ぐるみの体制でこの
難局を乗り越えてきたが、この初めての経験の中で将来再度見舞われるかもしれない異
常事態等に備えるべく良き教訓になったといえる。
この苦い経験を忘れることなく反省しなければならない点等について以下のとおり掲
げてみることとする。

① 用水方式がパイプラインでないがゆえの低きに流れる用水管理の煩雑さと難しさ。

② 昼夜にわたる作業の連続で、改良区事務局職員の緊張状態に限界が生じたこと。

③ 「我田引水」そのものの人間の本能が露呈すること。

④ 用排水分離及び乾田化した整備の水持ちの悪さからくるその矛盾。

⑤ 渇水時には水田が乾いて、田植え期より多量の通水量を求められたこと。しかしこの
現象にも関わらず半旬ごとに減少しながら変化する頭首工からの取水量に対し、日々を
追うごとにつれ取水制限が強化されていたこと。

（４）事業実施時における渇水対策への配慮について

該当なし

（５）過去の渇水と施設水準
明治１０年（1877年）、水不足の事態のなか渡良瀬川取水の上流待堰と下流矢場堰との
水利紛争が生じこれを切っ掛けに後まで続いた。明治１０年７月、「待堰」の洗堰の蛇籠
が切られたことから､上流と下流の水利紛争に発展していった。その後この水利紛争を契
機に「待・矢場」両堰は統一への歩みをとることになった。
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３．施設別課題

（１）具体的な区域（工区）における渇水対応の事例

ア.番水の事例
各地区毎においては、全地域対応の【２．渇水対策の概要】の（１）～（３）に記述した
内容のとおりである。

イ.反復利用による渇水調整の対応
本地域は、地形条件的に 1/100～1/1000となだらかな傾斜を保っている地帯のため、かん
がいに係る用水路及び排水路の水路勾配は非常に緩い。また水田の乾田化を図るため、排水
路敷の深堀施行により用排兼用水路による用水の反復利用は不可である。従って用水路の流
末は直接排水路へ流下し、同一水路での用水の反復利用は困難な状況となっている。
今回の「番水」体制における用水の反復利用の方法として下記図のような方法を取った地
区があった。
◎反復利用例

② 用

水

路

排

① 用水路 水

路

平常時においては、①用水路は、排水路へ直接排水されている｡
しかし今回の場合は、既設水路を利用し①用水路を迂回させる形で排水路へは放流し
ないで②用水路へ接続させ再利用する。

番水ロ－テイションは時間との戦いであり２４時間体制のもとで、末端水利組織の自主性
と信頼関係の上に実施されたものである。
農業用水は、水利用の点で特に共同性を必要とするもので、その共同性（協調性）が欠け
ると水利用の効果が落ちて結果的には水需要量が増加してしまう。
当改良区では、「全域にわたる末端水利組織整備」の組織強化が今後の最重要課題である
と認識しているところである。
危機管理能力を高める意味からも、末端の維持管理組織の再編整備を進めているが既にこ
の末端管理組織が当土地改良区の全域をカバ－していたら、今回の渇水に対する対応（番水）
等がもっと容易なものになったであろうと感じている。
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４．監視制御

（１）監視制御システムとその内容
水管理計画は、用水路延長も長いため、主要分水工、放水工地点までを対象とし、それ以
下については、必要に応じ見回り等による直接管理をする。またゴミ等の堰上げによる漏水
防止などのための見回りも最低必要であることなどを考慮して、最小限の監視記録を重点と
し、自動制御は行わないこととし、頭首工管理事務所内設置の操作卓により、主要水路区間
の監視及び流量の記録を行うこととしている。

太田頭首工の置局構成
小瀬墓分水工孫

矢場分水工 私設線TM/TC
矢場減勢工孫

親 子
公社線 大谷分水工孫
D-1規格２W

太田沈砂池孫

（２）監視制御と管理体制
頭首工担当者１名、幹線水路担当者２名を軸に事務局員全員の臨戦態勢を取り２４時間体
制を取ることとした。
当土地改良区は、少数精鋭主義のため総職員数も少ない。２４時間交代制は一人々の負担
も大きく、比較的短期間は乗り切ることが出来るが、長期間にわたる対応は限界があり困難
を極めるものであった。今回の渇水は、地元の末端水利組合の全面的な協力や総代、理事の
役員が一丸となり事務局とともにこの難局に対処したため乗り切れたといえる。これら地域
ぐるみでの労働力の団結は金銭に代え難いものがあった。また事務局員の少数の力ではどう
にもならないことが、この地域の団結という目に見えない力のおかげで、あらゆる難局が克
服出来たものであったと改めて認識せざるを得なかった。
今回体験したまれにみる異常渇水は、数々の教訓を残してくれた。「番水」という非常体
制の中、様々の現地対応がなされた反面、反省すべき点などもあり今後の問題として課題も
残った。
最小限の労働力でも対応出来うる主要幹線水路施設の自動制御管理や末端水利組織網の水
系毎の管理体制網の再編による組織整備等を早急に進めることが必要であると考えている。

（３）末端流域の用水調整を図るために実施中の末端管理組織の整備内容について
当改良区では、平成７年度から実施の農地流動化支援水利用調整事業での最重要テ－マと
して「全域にわたる末端水利組織整備」をあげ検討しているところである。
この掲げた組織再編は、今までの集落単位の管理組織から水系別の行政域を越えた管理組
織づくりであり、農業サイドの枠内に留まらず広範囲の意味での「水管理」を行う末端水利
組織網づくりである。すなわち地域用水の性格を強く持ち合わせた地域ぐるみの水管理体制
網の確立をめざしている。



-13-

５．その他

（１）今後の地域状況の変化と渇水対応の考え方
平成１０年（1998年）４月１日現在の待矢場両堰土地改良区の地区面積は４，５０９ha、
組合員数８，９０２人である。昭和３５年には、１１，０００人を越える組合員に達してい
たがその後、減少の一途をたどってきている。しかし当土地改良区は、県内改良区の中でも
上位に位置する大規模土地改良区であるといえる。
既に記述したが、当土地改良区区域は、太田市・新田郡新田町・邑楽郡大泉町・邑楽町・
千代田町・館林市と栃木県足利市の三市四町にまたがる区域である。関係面積及び組合員数
についての特徴は、全体の過半を太田市が占め、これに館林市、邑楽町、新田町、大泉町、
足利市、次いで千代田町となっている。関係地積のうち水田の占める割合が比較的少ないの
が新田町でありその他は水田率で約７割以上に達している。待矢場両堰地域全体をみれば、
水田率４割を越える典型的な水田地帯となっている。
近年、この地域では工業化・都市化の進展にともない農家の兼業化が急速に進み、同時に
農用地の工業・住宅用地への転用、さらには農地の粗放化・荒廃化も進んでいる。
農家形態についてみると、昭和３５年（1960年）には第二種兼業農家率が平均して３０％
の水準であったが、平成２年（1990年）には約７４％に達している。また作目動向は稲作に
次いで高い地位を占めていた養蚕は影を潜め、農業の兼業化と結びついて、かえって稲作の
相対的な地位が上昇するとともに野菜・畜産が伸びてきている。農業構造を全体的にみれば、
農業の比重が少なくなる中で、農家の規模拡大・個性化・企業化への歩みがみられる。
農家の兼業化の進展は、組織を支える担い手の変貌につながり、組織の脆弱化に結びつく
要因となってきている。年々の関係面積の減少は、財政的にも組織への影響は大きいものが
ある。そのうえ、地域の急速な都市化・工業化は、農業用水の地域用水としてのウエイトも
次第に強まる中で、生活用水化への変貌の兆しをみせている。
このような環境下、農業サイドだけではなく地域の「水」を管理する土地改良区のあり方
・将来像などや組織としての活性化が、今日の大きな課題なのではないか。
様々なこれら「課題」を根気よく検討し解決するための対策の一環として、当土地改良区
は、平成７年度から実施の農地流動化支援水利用調整事業での最重要テ－マとして「全域に
わたる末端水利組織整備」をあげている。すなわち、行政区を越えた水系別の農業用水のみ
ではなく生活用水等も砲丸した幅広い水管理を行える組織の再編である。
またその一方では、労働力の平準化や河川流量の絶対量不足等の対応策として、取水期に
おける前倒しによるかんがい方法の検討なども視野に入れ、水管理組織としての地域ぐるみ
の活性化の促進を考えている。
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